
　

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
三
・
三
一
法
九
）

本
則
七
条
（
平
成
二
九
・
一
・
一
施
行
）

（
相
手
国
等
か
ら
情
報
の
提
供
要
請
が
あ
つ
た
場
合
の
当
該
職
員
の
質
問

検
査
権
）

第
九
条
①
　
国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
租
税
条
約
等

の
規
定
に
基
づ
き
当
該
租
税
条
約
等
の
相
手
国
等
か
ら
当
該
相
手
国
等
の

租
税
に
関
す
る
調
査
（
当
該
相
手
国
等
の
刑
事
事
件
の
捜
査
そ
の
他
当
該

相
手
国
等
の
租
税
に
関
す
る
法
令
を
執
行
す
る
当
局
が
行
う
犯
則
事
件
の

調
査
を
除
く
。）に
必
要
な
情
報
の
提
供
の
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
、
当
該
要
請
に
お
い

て
特
定
さ
れ
た
者
に
質
問
し
、
そ
の
者
の
事
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
（
そ

の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。）の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
十
条
の
二
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。）そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。）

の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
③
　（
略
）

第
一
〇
条
の
五
―
第
一
〇
条
の
九
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
国
税
の
徴
収
の
共
助
）

第
一
一
条
の
二
①
　
我
が
国
が
租
税
条
約
等
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
租
税
条

約
等
の
相
手
国
等
に
当
該
租
税
条
約
等
に
規
定
す
る
租
税
債
権
（
当
該
租

税
条
約
等
の
規
定
に
よ
り
徴
収
の
共
助
又
は
徴
収
の
た
め
の
財
産
の
保
全

の
共
助
の
対
象
と
な
る
我
が
国
の
租
税
債
権
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て　「
共
助
対
象
国
税
」
と
い
う
。）の
徴
収
の
共
助
又
は
徴
収
の
た
め
の

財
産
の
保
全
の
共
助
を
要
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
手
国
等
の
行

つ
た
行
為
（
当
該
相
手
国
等
の
法
令
に
よ
り
当
該
相
手
国
等
の
租
税
の
徴

収
を
目
的
と
す
る
当
該
相
手
国
等
の
権
利
の
時
効
が
中
断
し
、
若
し
く
は

進
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
又
は
国
税
通
則
法
第
七
十
二
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
若

し
く
は
国
税
通
則
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
税
の
徴
収
を
目
的
と

す
る
我
が
国
の
権
利
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て　「
国
税
の
徴
収
権
」
と
い

う
。）の
時
効
が
中
断
し
、
若
し
く
は
進
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
当
該
租
税
条
約
等
の
規
定
に
基
づ
き
国
税

の
徴
収
権
の
時
効
が
中
断
し
、
又
は
進
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

当
該
共
助
対
象
国
税
に
係
る
国
税
の
徴
収
権
の
時
効
は
、
同
条
の
規
定
に

よ
り
中
断
し
、
又
は
進
行
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

②
―
⑦
　（
略
）

（
罰
則
）

第
一
三
条
①
―
③
　（
略
）

④
　（
柱
書
略
）

一
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ

ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

二
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
対

し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
に
応
じ
ず
、
又
は
偽
り
の
記
載
若
し
く

は
記
録
を
し
た
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。）を
提

示
し
、
若
し
く
は
提
出
し
た
者

新
三
・
四
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

三
・
四
　（
略
、
改
正
後
の
五
・
六
）

⑤
⑥
　（
略
）

1


